
住まいに関する支援制度一覧

市町村名：　嬬　恋　村　　　　　　　　　　　

区分 事業名称 融資・助成の対象となる（工事）内容 対象（者）要件 限度額
融資利率

（利子補給の場合は
利子補給率）

融資期間 申請/募集時期 募集枠 担当課
電話番号

（申込・問合せ先）
ＨＰ掲載（リンク先） その他

その他 助成 嬬恋村住宅改修等助成金

１．助成の対象となる住宅は、助成を受けようとする者が村
内に所有又は新築する住宅等とする。
２．助成対象となる工事は、村内施工業者による村内で施
工される新増改築工事であること。
３．太陽光発電、太陽温水設備の設置（備品購入のみは対
象外）

（１）継続して村内に1年以上住民登録していること、
若しくは住民登録が１年未満であっても対象工事終
了後その工事を行った物件に１年以上継続して居住
し、同時に住民登録をすること。
（２）助成の対象となる住宅の所有者又は新築の場
合は建築主及び所有者と同一世帯に属する者全員
が納付すべき村税その他の村に対する債務に滞納
がないこと。
（３）所有者等又は所有者等と同一世帯に属する者
で、所有者等に新増改築の承諾を得ているもので、
当該住宅に現に居住又は居住見込みであること。
（４）新増改築工事について、本村の他の補助金や
助成金等の交付を受けていないこと。
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